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●マンション・オフィスビルにおける「省エネ性能表示」の概況

●広告・HP等において、「省エネ性能表示」がみられるのは、“ZEH-M”や
“ZEB“などの高い省エネ性能を有した物件が中心となっている

＝短時間で印象を残すためには、様々な訴求要素がある中で、他物件と差別化が図れる
特徴や、情報の受け手（買主・借主）の共感／ニーズがあるものに集約される傾向。
（現時点でも「省エネ性能」へのニーズが加速度的に高まっているとは言い難い）

●省エネ性能を含む「環境性能表示・認証」として、自治体が各々が定めるラベル
や、認証機関による第三者認証等、主に環境性能を「総合的」に判断するものが
多く存在している

＝「省エネ性能」はあくまで物件スペックの一要素であり、「省エネ性能」に関しても
必ずしも同じ尺度での評価ではない「総合的認証」との併存は、受け手（買主・借主）の
混乱を生じる可能性もはらんでいる

●今後は、カーボンニュートラル実現に向けた「建築物の省エネ基準強化」や、企業のESG評価の観点から、
「省エネ性能」を含む“環境性能の高い建物”が増え、マーケットでのニーズも高まると考えられる。

⇒一方この流れを受け、各事業者は様々な切り口でアピールに取組むことになる状況も鑑み、
本省エネ性能表示制度の強化に際しては、事業者にとっての負担が少なく、かつユーザーに
とって分かりやすく＝「必要かつ有効に機能する」ものとなるよう、慎重な制度設計が必要。
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●参考事例 ： マンションでの省エネ性能表示 （物件HP／住戸プラン詳細ページ）

住戸プランの詳細図面と共に、

BELSの評価結果を並列で表示しているケース

引用：不動産協会会員会社 物件HP 引用：不動産協会会員会社 物件HP
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●参考事例 ： マンションでの省エネ性能表示 （物件HPのZEH-M説明コンテンツ内）

ZEH-M等の「環境性能をアピール」する物件では

エネルギー消費量の削減率や★の数だけでは
お客様にメリットが伝わり切らないことから、

具体的なベネフィットとしての「光熱費比較」等と
セットで訴求される事例がみられる

引用：不動産協会 会員会社 物件HP 3



●参考事例 ： オフィスビルでの環境性能表示 （ホームページ・パンフ）

パンフレット

ホームページ

オフィスビルはマンションと異なり、広告＜直接営業での
説明が募集活動の中心となるため、省エネ性能に限らず、
他のスペックについてもHP等では最小限になっている傾向

引用：不動産協会 会員会社物件パンフ引用：不動産協会会員会社 物件HP 4



●各自治体の省エネ・環境性能表示関連の主な表示ラベル ①【東京都】

■概要
建築物環境計画書制度の対象となるマンションの
建築主は、マンションの環境性能を工事完了１年後まで
の間、分譲広告及び賃貸広告に表示し、都に表示した
ことを報告することが必要。

■対象
建築物環境計画書制度の対象建築物で、住宅用途の
床面積が2,000㎡ 以上の建築物の建築主

■表示内容
間取り図を表示する広告に、建築物環境計画書の評価
に基づく標章 （ラベル）を表示

【共同住宅】東京都・マンション環境性能表示 ※参考 【非住宅】環境性能評価書（ラベル表示無し）

■概要

延べ面積10,000㎡超の建築物において、住宅以外の用途

（工場等は除く）の床面積の合計が 2,000㎡以上の建築物

の建築主は、「環境性能評価書」を、着工21日前から最長で

工事完了180日後までの間、売却・賃貸等をしようとする

相手方に交付するとともに、都に交付実績を報告することが

必要。

■表示内容

建築物環境計画書に基づく「建築物の熱負荷の低減」､

「再生可能エネルギーの利用」､「省エネルギーシステム」､

「長寿命化等」､「緑化」の評価

削減率表示 無し

評価方法 重点５項目を３段階で評価

その他特徴 断熱性・再エネの評価有

総合評価 無し

掲載時期 広告への「間取り」の掲載時
5



●各自治体の省エネ・環境性能表示関連の主な表示ラベル ②【その他自治体】

削減率表示 エネルギー消費量 ●％削減

評価方法 重点４項目を５段階で評価

その他特徴 太陽光・木材利用の評価もあり

総合評価 有（５段階）

掲載時期 広告への「価格＆間取り」の掲載時

削減率表示 無し

評価方法 重点３項目を５段階で評価

その他特徴 再エネ導入評価あり

総合評価 有（５段階）

掲載時期 価格（賃料）及び間取図の掲載時（ネット除く）

削減率表示 LCCO2削減率 ●％

評価方法 主な特徴を列記（太字表記）

その他特徴 なし

総合評価 有（５段階）

掲載時期 環境配慮計画提出直後から広告表示が必要

削減率表示 無し

評価方法 重点６項目を５段階で評価

その他 省資源・リサイクル

総合評価 有（５段階）

掲載時期 広告開始時

※自治体ごとに、非常に様々な環境性能表示ラベルの表示を求めている＝１つの広告内に類似の省エネ性能表示が併存する可能性

6

横浜市横浜市 大阪府大阪府

さいたま市さいたま市 川崎市川崎市



●参考事例 ： 東京都マンション環境性能表示 ラベル表示 （物件HP／住戸プラン入口）

広告物への間取り表示開始＝ラベル表示必須

※表示後15日以内に、当該ラベル掲載がされた
広告物を東京都に届出

※本件ラベル表示場所は、必ずしも「間取りページ」に規定されるものではないが、その多くが「間取りページの入り口下部」に見られる

引用：不動産協会会員会社 物件HP
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●参考事例 ： 東京都マンション環境性能表示 ラベル表示 （折込チラシ B4判）

引用：不動産協会会員会社 物件チラシ 8



●参考事例 ： 大阪府・建築物環境性能表示 ラベル表示 （折込チラシ B3判）

引用：不動産協会会員会社 物件チラシ 9



設計フェーズ
住宅性能評価 省エネ計算関連

長期優良住宅
低炭素建築物

自治体関連（例：東京都）
広告関連

非住宅
10,000㎡超

住宅用途／2,000㎡超

基本計画 （方針検討） （方針検討）

基本設計 （目標等級決定） （目標性能決定）

↓ ↓ ↓

実施設計 ↓ （省エネ計算確定）

↓ ↓ ※工事見積反映

建築確認申請 ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

建築確認下付 設計住宅性能評価/申請※
都より

環境性能評価書
の交付

↓ 広告開始

↓ 設計住宅性能評価/取得※

物件の
売却/賃貸時に
性能評価書を
相手方に交付

＆
都への

交付実績の報告

（マンション環境性能表示）

都へ広告物提出→公表

（★広告物へ間取りを表示）

マンション環境性能表示ラベルを
広告物へ掲出（義務）工事着工 BELS申請 （認定通知書）

（ラベル掲出継続）

（長期優良・低炭素）(約2か月）

BELS認証取得 BELSラベル表示
（取得物件のみ。補助事業は必須要件）

（建設住宅性能評価・申請） (モデルルームでの営業説明 等）

（竣工）
(工事完了180

日後迄）
（工事完了１年後迄）

●主な（環境）性能表示関連の手続き・表示のタイミング （一例）

●BELSは同時期
の他の設計作業・申
請手続の負担重複
次第で、着工前・着
工後申請を調整

※設計性能評価申請は、
着工後のケースも有
（事務作業分散化）

※建設性能評価は、
基礎工事前に申請要

注）上記は各種手続きのタイミングの一例を簡略化して示したものであり、物件・事業者毎に前後あり。

建築物環境計画書の提出
→都による公表
（都は確認申請前まで）

他の自治体は確認申請の
2～3週間前の提出

事前相談
↓

審査申請
（評価機関）

↓
確認書
適合証
↓

認定申請
（特定行政庁）

※着工前
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①「いつ、どこに、何を、どのように」表示を求めるかの慎重な検討

▶表示側の負担が過剰とならない事が肝要（一般的な業務フローの範疇）

▶様々な種類の広告物において、時期・表示位置等の制約をどこまで設けるか

②買主・借主側の分かり易さと、表示内容の実効性・信頼性の担保

▶今回の表示を通じて何を伝えたいか（受け手に何が伝わるか）

▶ラベル内容（様々な数字or★の数等）の独り歩きによる誤解の回避

③自治体の環境性能表示（ラベル）との内容・要素の重複の整理（他の認証含む）

▶一つの広告に類似項目のラベルが併存する場合の混乱回避

④「事業者が表示制度を適切に運用しているか」のチェック体制

▶積極的・協力的な事業者だけでなく、表示制度を広く浸透させる必要性

⑤買主・借主側における「省エネ性能を意識した物件選択」への動機付け

▶これ迄「省エネ表示」が浸透しきれなかった要因の一つとして、買主・借主の
物件選択時における「省エネ性能ニーズ（共感）」が不足していたことが挙げられる。

▶省エネ性能表示制度の実効性を継続的に担保するためには、今回の表示制度の
強化に合わせて、省エネニーズの喚起・感度醸成に向けた政策（支援）・発信が不可欠

●省エネ性能表示を強化する上でご検討頂きたい事項
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